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【手続補正書】
【提出日】令和2年5月15日(2020.5.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　座及び背もたれを有する椅子部と、
　前記椅子部の左右両側に配置されたサイドパネルと、
　前記椅子部の後ろに配置されて前記左右のサイドパネルの後端に連続したバックパネル
と、
を備え、
　前記椅子部は、前記背もたれを後傾姿勢にできるリクライニング方式である、
パネル付椅子ユニット。
【請求項２】
　前記椅子部の手前でかつ前記左右のサイドパネルのうち一方のサイドパネルの側にテー
ブル板を配置している、
請求項１に記載したパネル付椅子ユニット。
【請求項３】
　前記左右のサイドパネルのうち一方のサイドパネルに、前後長手の載置台が、前記背も
たれの側方まで延びるように配置されている、
請求項１または２に記載したパネル付椅子ユニット。
【請求項４】
　前記載置台の下方に、荷物を格納できる物品収納部が形成されており、前記物品収納部
に、電源用コンセント又はＵＳＢポートを設けている、
請求項３に記載したパネル付椅子ユニット。
【請求項５】
　前記サイドパネルは、前記座よりも高くて前記背もたれの上端よりは低い高さである、
請求項１～４のうちのいずれかに記載したパネル付椅子ユニット。
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【請求項６】
　前記サイドパネル及びバックパネルは、基部と、前記基部から立設した囲い板とを有し
ており、
　前記基部の上端は前記座よりも高くて前記背もたれの上端よりは低い高さで、前記囲い
板の上端は前記背もたれの上端よりも高くなっている、
請求項１～４のうちのいずれかに記載したパネル付椅子ユニット。
【請求項７】
　前記左右のサイドパネルのうち一方のサイドパネルの手前に、他方のサイドパネルより
も前方に延びるフロントパネルを設けている、
請求項１～６のうちいずれかに記載したパネル付椅子ユニット。
【請求項８】
　前記フロントパネルに、前記椅子部と対向するように左右方向に延びる前幕板を設けて
いる、
請求項７に記載したパネル付椅子ユニット。
【請求項９】
　前記背もたれにヘッドレストを設けている、
請求項１～８のうちのいずれかに記載したパネル付椅子ユニット。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】パネル付椅子ユニット
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、椅子部とパネルとを備えた執務用椅子ユニットに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、オフィスでの執務用家具としては、一般に机と椅子がセットで使用されており、
例えば、一人用又は複数人用の机を左右に並べて、多数人が一列に並んで執務を行うスタ
イルが多かった。机の列を背中合わせに配置することもよく行われている。これらの伝統
的なワーキングスタイルでは、特定の人が特定の席を使用するという固定アドレス方式が
一般的である。
【０００３】
　しかし、近年、オフィスでのワーキングスタイルが大きく変貌しつつある。例えば、特
定の席を持たずに、好きな席について仕事をするフリーアドレス方式（ノンテリトリアル
方式）や、１人用に独立した席で執務するスタイル、或いは、複数人が使用できる席が固
まっているグループワーキングスタイルなどである。
【０００４】
　これらのワーキングスタイルの変化の背景の一つとして、作業ツールとしてのノートパ
ソコンやタブレット端末などの情報機器の小型化がある。つまり、これらノートパソコン
やタブレット端末などは持ち運び自在であるため、特定の席で執務する必要性が無くなり
、その結果、フリーアドレス方式が大きく進展している。
【０００５】
　他の背景として、ワーカーの創作能力を引き出すための環境作りが進んだことが挙げら
れる。すなわち、ワーカーの創作能力を高めて知的生産性を上げるには、思索に集中でき
る環境やリラックスできる環境、或いは、同僚等と討議等して知的刺激を受けることが容
易な環境が必要であり、そこで、席の独立化やグループ化が進展している。従って、目的
に応じて席を選択できるようにするのが好ましい。
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【０００６】
　ワーカーの集中力やリラックス性との関係では、ワーカーを取り巻く環境のクローズド
性とオープン性とのバランスが重要である。例えば、完全な個室であると、外からの刺激
が薄れ過ぎて緊張感が無くなり、却って生産性が落ちてしまうことが多い。他方、広いフ
ロアーに点在しているテーブルを使用して１人で執務する場合のように、過度にオープン
な環境であると、他人の動きや会話で気が散ったり他人の視線が気になったりするため、
思索に集中し難いのみならず、他人に遠慮してリラックスした姿勢（例えば背伸びや瞑想
）も取りづらいと云える。
【０００７】
　更に、知的生産性には、ノートパソコンのような機器の操作容易性も密接に関連してい
る。すなわち、ノートパソコンのような機器を手足のように扱いやすい環境であると仕事
もはかどるが、機器を使いにくいと、操作に気を取られて肝心の思索が疎かになってしま
うのみならず、身体（例えば腕）の負担増を引き起こして疲労を促進することにもなり兼
ねない。
【０００８】
　そこで、実際の家具（什器）に眼をやると、オープン性の高い家具として、例えば特許
文献１，２がある。すなわち、特許文献１，２は、ソファタイプの椅子に折り畳み式のテ
ーブル板を取り付けたものであり、テーブル板を水平姿勢にすると、ノートパソコンを使
用することができる。
【０００９】
　他方、クローズド性が高い執務用家具として、例えば特許文献３がある。この特許文献
３は、平面視卍形の間仕切りで空間を仕切って４つの作業空間を形成したものであり、各
作業空間には、天板が、その背面を間仕切壁に当てた状態で取り付けられている。従って
、人は、間仕切壁に向いて作業を行うことになる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２０１１－１２５６１６号公報
【特許文献２】特開２００２－５８５６４号公報
【特許文献３】実開平０５－２９３６８号のＣＤ－ＲＯＭ
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　上記のとおり、ワーカーの知的生産性を高めるには、作業環境のクローズド性とオープ
ン性との調和、及び、機器（特にノートパソコン）の操作容易性とが重要であるが、特許
文献１，２は、メモ台付きパイプ椅子に比べると若干の重厚性はあるものの、オープン性
が高すぎるため、執務用に使用しても知的生産性の向上に貢献できるとは言い難い。
【００１２】
　また、テーブル板は椅子の側部に取り付けられていて、その全体が座の上に位置してい
るため、着席・離席に際しては一々テーブル板を跳ね上げて椅子の側部に収納しなければ
ならず、窮屈であってユーザーフレンドリーとは言い難い。
【００１３】
　他方、特許文献３は一種の個室になるため、クローズド性が高すぎてこれまた知的生産
性の向上が不十分になるおそれがある。また、特許文献３は、通常の机と同様の大きさの
天板を間仕切壁で三方から囲った状態になるため、簡便さにも欠けると云える。
【００１４】
　本願発明はこのような現状を改善すべく成されたものであり、従来にない斬新でユーザ
ーフレンドリーな構成の椅子ユニットを提供することを目的とするものである。なお、本
願では多くの斬新な形態を提示しているが、これら斬新で改良された椅子ユニットを提供
することも目的になり得るものである。
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【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本願発明の椅子ユニットは、請求項のとおり、
「座及び背もたれを有する椅子部と、
　前記椅子部の左右両側に配置されたサイドパネルと、
　前記椅子部の後ろに配置されて前記左右のサイドパネルの後端に連続したバックパネル
と、
を備え、
　前記椅子部は、前記背もたれを後傾姿勢にできるリクライニング方式である」
という構成になっている。
【００１６】
　本願発明は、様々に展開することができる。その例として請求項２では、
「前記椅子部の手前でかつ前記左右のサイドパネルのうち一方のサイドパネルの側にテー
ブル板を配置している」
という構成になっている。
【００１７】
　請求項３では、請求項１又は２において、
「前記左右のサイドパネルのうち一方のサイドパネルに、前後長手の載置台が、前記背も
たれの側方まで延びるように配置されている」
という構成になっている。
　請求項４では、請求項３において、
「前記載置台の下方に、荷物を格納できる物品収納部が形成されており、前記物品収納部
に、電源用コンセント又はＵＳＢポートを設けている」
という構成になっている。
【００１８】
　請求項５では、請求項１～４のうちのいずれかにおいて、
「前記サイドパネルは、前記座よりも高くて前記背もたれの上端よりは低い高さである」
という構成になっている。
　他方、請求項６では、請求項１～４のうちのいずれかにおいて、
「前記サイドパネル及びバックパネルは、基部と、前記基部から立設した囲い板とを有し
ており、
　前記基部の上端は前記座よりも高くて前記背もたれの上端よりは低い高さで、前記囲い
板の上端は前記背もたれの上端よりも高くなっている」
という構成になっている。
【００１９】
　請求項７では、請求項１～６のうちのいずれかにおいて、
「前記左右のサイドパネルのうち一方のサイドパネルの手前に、他方のサイドパネルより
も前方に延びるフロントパネルを設けている」
という構成になっている。
　請求項８では、請求項７において、
「前記フロントパネルに、前記椅子部と対向するように左右方向に延びる前幕板を設けて
いる」
という構成になっている。
【００２０】
　更に、請求項９では、請求項１～８のうちのいずれかにおいて、
「前記背もたれにヘッドレストを設けている」
という構成になっている。
【００２１】
【００２２】
【００２３】
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【発明の効果】
【００２４】
　本願発明では、サイドパネル及びバックパネルで囲われた空間を形成しつつ、使用者が
開口部の方向を向いていることにより、クローズド性とオープン性とを調和させて、適度
の緊張感を持ちつつ作業に集中することができるのであり、これにより、知的生産性を向
上できると云える。
 請求項2の構成では、椅子部の手前に配置されたテーブル板を、通常の机の天板と同様の
状態で使用することができる。従って、オフィスでの執務用として好適である。
【００２５】
　また、テーブル板は座の手前に位置しているため、例えば、テーブル板にノートパソコ
ン等の機器や書類等を載せたままで離席したり再び着席したりすることも容易であり、従
って、ユーザーフレンドリーであってオフィス用としても好適である。
【００２６】
　そして、本願発明では、椅子部にリクライニング構造を採用しているため、ノートパソ
コンの操作を安楽状態で行えて、優れたアイデアを引き出しやすくなると云える。請求項
5の構成では、着座者はサイドパネル及びバックパネルで囲われているため、人目を気に
せずにリクライニングすることができる。従って、女性にも好適である。
【００２７】
【００２８】
【００２９】
【００３０】
【００３１】
【００３２】
【００３３】
【００３４】
　また、本願発明では、左右サイドパネルとバックパネルとが連続していることによって
重厚感が高くなるため、テリトリー画定機能が一層高くなって、使用者が作業に集中でき
る環境作りに貢献できる。特に、請求項6のように構成すると、クローズド性が一層高く
なるため好適である。
【００３５】
　本願発明では、サイドパネルとバックパネルとによって、使用者を囲う作業空間が区画
されるが、特許文献３との違いは、特許文献３では使用者が家具（間仕切装置）の開口部
を背にしているのに対して、本願発明ではテーブル板が作業空間の開口部に位置していて
、使用者は、バックパネルを背にして、作業空間の開口方向を向いて着座していることで
ある。
【００３６】
【００３７】
【００３８】
【００３９】
【００４０】
　請求項８のように前幕板を設けると、目隠し機能によって作業への集中性を高めること
ができる。特に、女性が使用する場合には好ましいと云える。また、前幕板の後ろにバッ
グなどの荷物を隠した状態で置けるという利点もある。更に、前幕板を床に当接させると
、フロントパネルと前幕板とが補強し合って安定性が高くなる。
【００４１】
【００４２】
　請求項４の構成を採用すると、物品収納部に電源コンセント又はＵＳＢポートを設けて
いるため、スマートフォンの充電に利用することも可能である。
【００４３】
【図面の簡単な説明】
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【００４４】
【図１】第１参考例を示す図で、（Ａ）は手前から見た斜視図、（Ｂ）は分離斜視図であ
る。
【図２】（Ａ）は平面図、（Ｂ）（Ｃ）は椅子ユニットを５連に繋いだレイアウト例であ
り、（Ｂ）は斜視図で（Ｃ）は平面図である。
【図３】２つの椅子ユニットのレイアウト例であり、（Ａ）は向かい合わせで使用するよ
うに配置した例の斜視図、（Ｂ）は（Ａ）の平面図、（Ｃ）は左使いで左右に繋いだ状態
の斜視図、（Ｄ）は（Ｃ）の平面図、（Ｅ）は右使いで左右に繋いだ状態の斜視図、（Ｆ
）は（Ｅ）の平面図である。
【図４】（Ａ）は図２（Ａ）のIVA-IVA 視断面図、（Ｂ）は（Ａ）のＢ－Ｂ視断面図、（
Ｃ）は（Ａ）のＣ－Ｃ視断面図である。
【図５】（Ａ）は使用態様の一例を示す縦断側面図、（Ｂ）は第１実施形態の縦断側面図
である。
【図６】第２実施形態を示す図で、（Ａ）は全体の斜視図、（Ｂ）は（Ａ）のＢ－Ｂ視断
面図、（Ｃ）は（Ｂ）のＣ－Ｃ視図である。
【図７】第２参考例を示す図で、（Ａ）はテーブル板を前進させた状態での後ろからの斜
視図、（Ｂ）は椅子部を省略した状態での斜視図、（Ｃ）はテーブル板を後退させた状態
での斜視図である。
【図８】第３実施形態を示す図で、（Ａ）はテーブル板を前進させた状態での斜視図、（
Ｂ）はテーブル板を後退させた状態での斜視図、（Ｃ）はテーブル板を後退させた状態で
の平面図である。
【図９】第３実施形態を下方から見た図である。
【発明を実施するための形態】
【００４５】
　次に、本願発明の参考例と実施形態を図面に基づいて説明する。本願では、方向を特定
するため前後・左右の文言を使用するが、この前後・左右の方向は、椅子部に普通に腰掛
けた人の向きを基準にしている。正面視は、着座した人と相対向した方向から見た状態で
ある。テーブル板の前進・後退については、着座者に近づく動きが後退で、着座者から遠
ざかる動きが前進になる。
【００４６】
　(1).第１参考例の概要
　まず、第１参考例の概要を、図１及び図２（Ａ）に基づいて説明する。本参考例の椅子
ユニットは、座１と背もたれ２とから成る椅子部３と、椅子の左右外側に位置した左右の
サイドパネル４，５と、椅子部３の後ろに位置したバックパネル６と、右サイドパネル５
の手前に配置されたフロントパネル７とを有しており、フロントパネル７に、支柱８を介
してテーブル板９を前後回動自在に取り付けている。テーブル板９は、ノートパソコン（
図示せず）を安定的に載せることができる程度の大きさであり、後端には、載置したノー
トパソコン等のずれ落ち防止のため、左右横長のストッパー１０を設けている。
【００４７】
　左右のサイドパネル４，５とバックパネル６とは、一体に繋がっている。従って、サイ
ドパネル４，５とバックパネル６とにより、前向き開口コ字形の囲いが形成されている。
【００４８】
　サイドパネル４，５及びバックパネル６は、着座した人の肘が載る程度の高さの基部４
ａ，５ａ，６ａと、その上に位置した囲い板１１とからなっており、従って、囲い板１１
も、サイドバネル部分１１ａとバックパネル部分１１ｂとを有しており、サイドパネル部
分１１ａとバックパネル部分１１ｂとは一連に繋がっている。従って、囲い板１１は薄板
であっても高い安定性がある。
　サイドパネル４，５の基部４ａ，５ａは、着座した人が肘を安定的に載せ得る程度の横
幅（例えば２０ｃｍ前後）がある。他方、囲い板１１は、樹脂板のような薄い板材からな
っており、例えば、乳白色のアクリル樹脂板のように、透光性はあるが不透明な樹脂板を
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採用できる。もとより、透光性のない板材も採用可能である。スクリーン状（膜状）のも
のも使用可能である。
【００４９】
　囲い板１１の上端（サイドパネル４，５及びバックパネル６の上端）は、着座者の頭が
隠れる程度の高さに設定しているが、着座者の肩程度の高さに設定したり、着座者の頭よ
りも高い高さに設定したりすることも可能である。また、例えば、サイドパネル４，５の
個所の高さをバックパネル６の個所の高さよりも低くしたり、サイドパネル４，５の個所
では手前に向けて高さ低くなるように、上面を傾斜させたりすることなども可能である。
【００５０】
　また、囲い板１１は、サイドパネル４，５及びバックパネル６における基部４ａ，５ａ
，６ａの外側寄りにずらした状態に配置している。このため、着座者は、サイドパネル４
，５における基部４ａ，５ａの上面に肘を安定的に載せることができる。従って、サイド
パネル４，５の基部４ａ，５ａを肘当てとして使用可能である。また、サイドパネル４，
５における基部４ａ，５ａの上面には、筆記具や冊子、スマートフォンなどの物品を載置
することができる。すなわち、サイドパネル４，５における基部４ａ，５ａは、物品載置
台としても使用できる。換言すると、左右サイドパネル４，５における基部４ａ，５ａの
上面が物品載置台になっている。
【００５１】
　本参考例では、フロントパネル７も基部７ａを備えている。基部７ａは中空で角形の箱
状に形成されており、サイドパネル４，５の基部４ａ，５ａと略同じ左右横幅に設定され
ている。フロントパネル７における基部７ａの上面には、囲い板１１における一方のサイ
ドパネル部分１１ａと平面視で一直線になるように外側に寄せた状態で前部仕切り板１２
を立設している。従って、フロントパネル７は基部７ａと前部仕切り板１２とで構成され
ており、かつ、基部７ａの上面は、物品載置台として使用できるし、マウス操作のような
作業面としても使用可能である。前部仕切り板１２は、囲い板１１と同じ材料で構成する
のが好ましい。また、両者はジョイントで連結するのが好ましい。
【００５２】
　フロントパネル７は平面視長方形になっているが、例えば、前広がり又は前窄まり台形
など、他の平面視形状も採用できる。また、フロントパネル７の基部７ａは中空構造でな
くてもよい。
【００５３】
　図２（Ａ）に明示するように、左右のサイドパネル４，５は、手前に向けて間隔で広が
るように、平面視で前後長手の中心線に対して若干の角度だけ前広がりに傾斜している。
従って、椅子部３と左右サイドパネル４，５及びバックパネル６とからなる椅子ユニット
本体部は、平面視で台形状の形態になっている。他方、フロントパネル７は、前後長手の
中心線と平行に配置されている。従って、フロントパネル７とサイドパネル５とは、平面
視で屈曲した姿勢に配置されている。
【００５４】
　支柱８は、上下長手の基部８ａの下端に後ろ向き部８ｂを設けたＬ形の形態を成してお
り、後ろ向き部８ｂの後端が、フロントパネル７における基部７ａの内面に回動可能に連
結されている。支柱８の基部８ａが鉛直姿勢の状態ではテーブル板９は略水平姿勢になっ
ており、かつ、後ろ向き部８ｂは、水平姿勢では床面に安定的に載っている。後ろ向き部
８ｂの後端を中心にして回動することの利点は後述する。
【００５５】
　(2).複数の椅子ユニットのレイアウト例
　フロントパネル７はサイドパネル４，５とは別体であり、左右いずれのサイドパネル４
，５にも連結可能である。また、フロントパネル７は左右の側面を有するが、テーブル板
９はいずれの側面にも取り付け可能である。これらフロントパネル７の連結位置と、テー
ブル板９の配置位置とを適宜組み合わせることにより、様々なレイアウトを実現できる。
その例を図２（Ｂ）～図３に示している。
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【００５６】
　図２（Ｂ）（Ｃ）に示すレイアウト例では、多数の椅子ユニットを、開口方向を交互に
変えた状態で左右に連結しており、従って、多数の椅子ユニットによって平面視でジグザ
グの状態が形成されている。従って、両端の椅子ユニットを除いた中間位置の椅子ユニッ
トでは、使用者の前方に通路状の空間が空いている。すなわち、中間位置の椅子ユニット
は奥まった状態になっている。このため、クローズド性は高くなっている。このレイアト
例では、前後に配置された椅子ユニットの間には、フロントパネル７は１つしか配置され
ていない。
【００５７】
　図２（Ｂ）（Ｃ）のレイアウト例では、テーブル板９が着座者の右寄りに位置した右使
い仕様と、テーブル板９が着座者の左寄りに位置した左使い仕様とが、左右に交互に並ん
でいる。従って、左右に隣り合ったテーブル板９の間隔は一定になっている。
【００５８】
　隣り合った椅子ユニットにおいて、サイドパネル４，５の基部４ａ，５ａとフロントパ
ネル７の基部７ａとは、同一面を成して直列に並んでいる。このため、囲い板１１と前部
仕切り板１２とを設けると、それら囲い板１１の前端と前部仕切り板１２の前端との間に
隙間が空く。この隙間は、隣り合った人とのコミュニケーションに積極的に利用すること
も可能であるし、塞ぐことも可能である。
【００５９】
　隙間を塞ぐ場合は、サイドパネル４，５の前端縁に前板を設けて、囲い板１1 の前端を
平面視Ｌ形に構成するか、フロントパネル7 の前端に前板を設けて、前部仕切り板１２を
平面視Ｌ形に構成したらよい。着脱式の遮蔽板を囲い板１１又は前部仕切り板１２に取り
付けることも可能である。いずれにしても、前板あるいは遮蔽板は、材料及び高さを囲い
板１１及び前部仕切り板１２と同じに揃えるのが好ましい。
【００６０】
　前後に隣り合った椅子ユニットを左右にずらして、一方の椅子ユニットにおける囲い板
１１の前端と、他方の椅子ユニットにおける前部仕切り板1 ２の前端とが突き合わさるよ
うに配置することも可能であり、この場合、隙間は生じない。
【００６１】
　既述のとおり、椅子ユニットの群の両端を除いた中間の椅子ユニットの前方には通路状
の空間が空くが、左右のサイドパネル４，５でハ字の形態が構成されているため、通路状
の空間は、入り口が広がっている。このため、人が出入りしやすくなっている。また、あ
る程度の開放感があるため、圧迫感の抑制にも貢献できる。
【００６２】
　図３（Ａ）（Ｂ）では、２つの椅子ユニットが前後に向かい合わせに配置されている。
このため、２つの椅子ユニットによって略Ｃ字形の空間が形成されている。前後の椅子ユ
ニットのテーブル板９は、手前に回動していない状態では、互いに背中合わせ状に当接又
は近接している。この参考例では、２つの椅子ユニットによって、１つの出入り口を有す
る空間が構成されている。このため、全体としてクローズド性は高くなっている。従って
、商談や秘密性の高い打合せのように、外部との遮蔽性を高くしたい場合に好適である。
【００６３】
　図３（Ｃ）（Ｄ）のレイアウト例では、それぞれフロントパネル７を有する２つの椅子
ユニットが、開口方向を左右にずらしつつ、逆方向に開口するように配置されている。隣
り合った椅子ユニットの境界部に２つのフロントパネル７があるため、前後の椅子ユニッ
トの間隔は、図２（Ｂ）（Ｃ）の場合よりも長くなっている。
【００６４】
　図３（Ｃ）（Ｄ）のレイアウトでは、テーブル板９を使用者の左側に寄せた左使い仕様
になっているが、図３（Ｅ）（Ｆ）に示すレイアウト例では、テーブル板９を使用者の右
側に寄せた右使い仕様になっている。（Ｃ）（Ｄ）のレイアウト例にしても、（Ｅ）（Ｆ
）のレイアウト例にしても、これらを１単位として複数単位を左右に連結することが可能
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であり、この場合は、図２（Ｂ）（Ｃ）のレイアウトに似た形態になる。
【００６５】
　フロントパネル７は、左のサイドパネル４にテーブル板９を取り付ける左使い仕様と、
右のサイドパネル５にテーブル板９を取り付ける右使い仕様とがあるが、これら左使い仕
様と右使い仕様とは、予め専用品として用意しておいてもよいし、１種類のフロントパネ
ル７の右側面と左側面とに支柱８を付け替えることで対応してもよい。
【００６６】
　図３（Ｃ）～（Ｆ）の態様では、前後に並んだ２つのフロントパネル７にそれぞれテー
ブル板９を取り付けているが、前後の椅子ユニットで１つのフロントパネル７を共用して
，その両面にテーブル板９を取り付けることも可能である。この場合も、両面にテーブル
板９が取り付けられたものを専用品として用意しておいてもよいし、フロントパネル７を
共用して、１つのフロントパネル７の両面にテーブル板９を取り付けてもよい。
【００６７】
　図では表示していないが、２つの椅子ユニットを背中合わせに配置することも可能であ
る。また、同じ方向に開口させた姿勢で左右に並設することも可能である。各レイアウト
例において、隣り合った椅子ユニットは互いに連結してもよいし、単に並べただけでもよ
い。
【００６８】
　本参考例のように椅子部３を平面視台形に形成すると、椅子ユニットを単独で使用する
にしても複数を並設して使用するにしても、着座・離席を行いやすいという利点がある。
特に、図３（Ａ）のように向かい合わせに配置したり、図２（Ｂ）（Ｃ）のようにジグザ
グ状に配置したりした場合、出入りの空間を広くとることができて好適である。
【００６９】
　さて、例えば、通常の一人用椅子は、使用者の最大横幅と同じ程度の左右横幅である。
従って、左右のサイドパネルを備えた状態でテーブル板を設けていると、テーブル板を跳
ね上げないと人は着座・離席することができない。
【００７０】
　これに対して本参考例では、座は、通常の椅子の１．５倍程度の横幅があるため、テー
ブル板を右か左に寄せておくことにより、テーブル板９の横に人が出入りできる空間を空
けることができる。また、支柱８を後傾させていない初期状態では、テーブル板９と座１
との間には、人の足を差し込み可能となるように前後に離れている。従って、テーブル板
９を跳ね上げ式にしなくても、人は着座・離席することができる。従って、テーブル板９
にノートパソコン等の物品を載せたままで、席を立ったり座ったりすることができる。こ
のため、使い勝手が非常によい。
【００７１】
　しかも、本参考例のように椅子部３を平面視台形に形成すると、座１の上の空間が前広
がりになるため、人は着座に際して身体を滑り込ませやすいと共に、離席に際しては身体
を離しやすくなる。従って、着座・離席の容易性は一層高くなる。また、視覚面（心理面
）からも、着座・離席が容易で使いやすい椅子部という印象が強い。なお、サイドパネル
４，５は座１の手前に突出させることも可能であるが、この場合は、平面視台形に形成す
ることによる着座・離席の容易性は一層顕著に表れると云える。
【００７２】
　(3).構造の具体例
　次に、主として図４を参照して、各部位の構造を説明する。本参考例の各パネル４～７
は、外周板と内周板と天板とを有する中空構造になっている。底板は、有ってもよいし、
無くてもよい。外周板や天板は、木製板でもよいし鋼板等の金属板でもよい。樹脂の成形
品も採用可能である。いずれにしても、少なくとも人の身体と接触する面には、クロス等
の表皮材を張っておくのが好ましい。サイドパネル４，５における基部４ａ，５ａの上面
には、クッション材を設けることも可能である。
【００７３】
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　座１は、座板１５にクッション材１６を張った構造であり、クッション材１６は表皮材
で覆われている。座板１５は、木製板や金属板、樹脂などを必要に応じて選択できる。座
板１５は、左右のサイドパネル４，５の基部４ａ，５ａに掛け渡したステー１７で支持さ
れている（固定されている）。背もたれ２も背板１８にクッション材１９を張った構造で
あり、背板１８はバックパネル６に固定している。背もたれ２のクッション材１９も、表
皮材で覆われている。椅子部３の左右横幅は、通常の椅子よりもやや広幅に設定している
。従って、ゆったりとした状態で使用できる。
【００７４】
　支柱８の上端には、ブラケット２０が固定されており、ブラケット２０にテーブル板９
がビス等で固定されている。支柱８の後ろ向き部８ｂには左右横長の回転軸２１が固定さ
れており、回転軸２１は、カラー２２を介してフロントパネル７における基部７ａの内部
に進入している。他方、フロントパネル７における基部７ａの内部には、回転軸２１が嵌
まった軸受け筒２３を配置しており、軸受け筒２３は、フロントパネル７の内外側板に固
定されている（底板に固定してもよい。）。
【００７５】
　軸受け筒２３の左右中途部には上向きに開口したスリット２４が形成されており、この
スリット２４の個所において、可動摩擦板２５が回転軸２１に固定されている。そして、
軸受け筒２３には、可動摩擦板２５を挟むようにした左右の固定摩擦板２６が固定されて
おり、固定摩擦板２６と可動摩擦板２５とに、摩擦係数が大きい摩擦材２７を貼っている
。
【００７６】
　テーブル板９に前後方向からある程度の引っ張り力や押し力を作用させると、摩擦材２
７の相互間の摩擦に抗してテーブル板９を前後に回動させることができる。テーブル板９
から手を離すと、テーブル板９は、ノートパソコンを操作したり筆記作業をしたりした程
度では回動しない状態に保持される。
【００７７】
　テーブル板９の前後位置（支柱８の姿勢）を保持する手段としては、カラー２２とフロ
ントパネル７との間に摩擦板やコイルバネを配置するなど、様々の手段を採用できる。本
参考例では、テーブル板９の前後位置は無段階で調節できるが、段階的な調節方式も採用
可能である。レバー操作でロック状態とロック解除状態とを変更できるロック手段を採用
して、レバーをテーブル板９やフロントパネル７に設けることも可能である。
【００７８】
　囲い板１１及び前部仕切り板１２の取り付け手段として、図４（Ｃ）に示すように、囲
い板１１及び前部仕切り板１２の下端部を挟み保持する受け具２９に下向きの足体３０を
設け、この足体３０を、フロントパネル７の内部に固定されて案内部材３１に嵌め入れて
いる。足体３０は、板状であってもよいし棒状であってもよい。受け具２９は、フロント
パネル７の外側面や上面にビス等で固定することも可能である。
【００７９】
　(4).第１参考例のまとめ
　本参考例では、テーブル板９は、椅子部３の手前に突出したフロントパネル７に取り付
けているため、図２に明示するように、テーブル板９は座１の手前に配置されている。こ
のため、テーブル板９の姿勢を変えることなく、人は椅子部３に容易に着席・離席するこ
とができる。従って、使い勝手がよい。
【００８０】
　また、着座者は囲い板１１によってほぼ三方が囲われるため、適度のクローズド性があ
って作業に集中する環境が整えられている。しかも、着座者の前方は開放されているため
、オープン性（開放性）も備えており、上司や同僚が声をかけやすい環境にもなっている
（上司の立場からは、作業状態を把握できて管理性にも優れている。）。これらクローズ
ド性とオープン性との調和により、集中と刺激とを調和させて、知的生産性を高めること
ができる環境になっていると云える。
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【００８１】
　また、テーブル板９は位置を前後に調節できるため、例えば、着座者の上半身の傾きに
応じてテーブル板９の前後位置を変えるというように、人がノートパソコン等を操作しや
すい位置に設定することができる。
【００８２】
　さて、例えば、着座した人が身体を直立させた姿勢でノートパソコンの操作を行う場合
は、人は、頭を前傾気味にしつつ、ノートパソコンのモニターを鉛直線に対して手前に（
すなわち、着座した人から遠ざかる方向に）倒しているのが普通であり、モニターは、概
ね人の視線が画面と直交する姿勢に設定していることが多い。
【００８３】
　他方、着座した人が身体を後傾させると、頭の高さが低くなって眼の位置も低くなるた
め、モニターが姿勢を変えることなく後ろに平行移動しただけでは、モニターをその画面
に対する垂線よりも下方から見る状態になって、文字等の視認性が悪くなるおそれがある
。この点、身体の後傾に合わせてモニターの角度を変えればよいと云えるが、一々モニタ
ーに手を掛けて角度調節を行うのは手間である。
【００８４】
　これに対して本参考例では、身体の後傾に合わせてテーブル板９を身体の方に引き寄せ
ると、テーブル板９が後傾するためテーブル板９に載置したノートパソコンのモニターも
鉛直線に対する傾斜角度が小さくなり、従って、人の視線が画面と略直交した姿勢に保持
されるように、モニターと視線との関係が適切な状態に自動的に維持される。従って、ユ
ーザーフレンドリーである。本参考例のように、支柱８を床の近傍においてフロントパネ
ル７の基部７ａに連結すると、支柱の回動スパンが長くなって、身体の後傾角度の度合い
と支柱８の後傾角度の度合いとを追従させやすいため、特に好適である。
【００８５】
　また、支柱８の回動支点はテーブル板９の下方に位置しているため、支柱８が回動して
もテーブル板９の高さはあまり低くはなっていない。従って、人は、手を自然に伸ばした
状態でノートパソコンを操作することができる。この点も、本参考例の大きな利点の一つ
である。
【００８６】
　本参考例では、支柱８の後ろ向き部８ｂの後端をフロントパネル７の基部７ａに回動可
能に連結しているが、図４（Ａ）のとおり、支柱８の連結部は、テーブル板９の後端部の
ほぼ真下に位置している。すると、図５（Ａ）から容易に理解できるように、テーブル板
９は、後傾動に際して、その前端はいったん上昇してから下降する動きを行っている。従
って、テーブル板９の全体として見ると、高さが殆ど変わらずに後傾する傾向を呈してお
り、従って、ノートパソコンの操作性を損なうことなく、テーブル板９を大きく後傾させ
ることができる。
【００８７】
　なお、支柱８の後ろ向き部８ｂを図よりも更に後ろに延ばして、その後端をフロントパ
ネル７における基部７ａの後端部に連結することも可能である。この場合は、後傾に際し
てテーブル板９を上昇させることができる。
【００８８】
　支柱８の回動支点をテーブル板９の後端部下方に位置させるためには、支柱８はＬ形で
ある必要はない。下端に水平部を持たずに直線状で鉛直姿勢に立ち上がった姿勢や、直線
状で前傾した姿勢であってもよい。本参考例とは逆に、支柱を、基部８ａの下端に前向き
部を有するＬ形に形成して、基部８ａをテーブル板９の後端近傍に配置することも可能で
ある。この場合も、基部８ａを直立させた状態での安定性が高くなる。支柱８を前後幅が
大きい板状に形成して（例えばテーブル板９の前後幅の半分程度の板状に形成して）、そ
の後端部の下端をフロントパネル７の基部７ａに連結することも可能である。
【００８９】
　また、ブラケット２０を支柱８の上端部に前後回動可能に取り付けて、テーブル板９を
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任意の前後位置で任意の角度に調節できるようにすることも可能である。
【００９０】
　本参考例では、椅子ユニットの上方は開放されており、かつ、囲い板１１及び前部仕切
り板１２は透光性があるため、専用の照明はなくてもフロアーの照明で作業を行えるが、
より明るい環境を希望する場合は、別途、灯具を設けたらよい。灯具は、囲い板１１や前
部仕切り板１２に取り付けることができる。囲い板１１や前部仕切り板１２に、有機ＥＬ
フィルムのような面発光素材を設けることも可能である。
【００９１】
　図示していないが、サイドパネル４，５やフロントパネル７などに、電源用のコンセン
トや、携帯電話やスマートフォンやタブレット端末用の充電用ＵＳＢポート、或いは、Ｌ
ＡＮポートなどを設けることが可能である。更に、サイドパネル４，５における基部４ａ
，５ａの上面やフロントパネル７の基部７ａ、或いはテーブル板９に、無線送電機を内蔵
することも可能である。
【００９２】
　電源用コンセントなどは、例えば、フロントパネル７における基部７ａの上面や側面（
テーブル板の９の下方の側面）に前後対称に設けることも可能である。すると、例えば図
３（Ａ）（Ｂ）のように２つの椅子ユニットを向かい合わせに配置するにおいて、前後の
椅子ユニットの間に１台のフロントパネル７を配置しても、向かい合った人がそれぞれ１
つのフロントパネル７から電源等をとることができる。すなわち、１つのフロントパネル
７を、対向した人への給電手段として兼用できる。
【００９３】
　フロントパネル７の基部７ａの高さを、サイドパネル４，５の基部４ａ，５ａよりもあ
る程度高くすることにより、フロントパネル７における基部４ａ，５ａの前面及び後面の
上部をサイドパネル４，５の上に露出させて、この露出した前面及び後面にコンセントや
ＬＡＮポート、ＵＳＢポートなどを設けると、コンセントやＬＡＮポート等が使用者の側
に向くため、使い勝手は一層よくなってユーザーフレンドリーであると共に、物品の載置
面積の減少もない。なお、前後の椅子ユニットで１つのフロントパネル７を共用する場合
は、テーブル板９は前後対称に配置するのが好ましいと云える。
【００９４】
　フロントパネル７における基部７ａの左右側面にそれぞれコンセント等の給電手段を設
けると、図３（Ｃ）（Ｄ）、（Ｅ）（Ｆ）のように、２つの椅子ユニットを逆向きの姿勢
としつつ対向させずに左右にずらして配置した場合、２つの椅子ユニットの間に１つだけ
フロントパネル７を配置しても、２つの椅子ユニットにおいて１つのフロントパネル７を
給電等の手段として共用することができる。
【００９５】
　(4).第１実施形態
　図５（Ｂ）では、椅子部３をリクライニング構造（或いはロッキング構造）にした第１
実施形態を示している（第１参考例と同じ要素は同じ符号を付して、説明は省略する。）
。この実施形態では、座１は、左右サイドパネル４，５の基部４ａ，５ａに設けた前後長
手の支持レール３３で支持されているが、座１を、ヒンジ部３４を中心にして屈曲するよ
うに前後に区分して、前部１ａと後部１ｂとを、前後のスライダー３５，３６を介して支
持レール３３で支持し、かつ、支持レール３３のうち前スライダー３５が装着されている
部分は前傾状に傾斜させている。
【００９６】
　従って、座１が前進すると、後部１ｂは姿勢を変えることなく前進するが、前部１ａは
下向きに姿勢を変えて前進する。そして、座１の後端に、背もたれ２の下端をヒンジ３７
で連結している。なお、座１及び背もたれ２とも、樹脂製等のインナーシェルにクッショ
ンを張った構造であり、座１のインナーシェルには、スリットを形成する等してヒンジ３
４を形成している。
【００９７】
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　スライダー３５，３６はばねで後ろ向きに付勢されており、着座者が背もたれ２にもた
れ掛かると、ばねに抗して背もたれ２が後傾すると共に座１が前進する。このように、椅
子部３にリクライニング構造を採用すると、ノートパソコンの操作を安楽状態で行えるた
め、優れたアイデアを引き出しやすくなると云える。着座者は囲い板１１で囲われている
ため、人目を気にせずにリクライニングすることができる。従って、女性にも好適である
。
【００９８】
　敢えて述べるまでもないが、各種のリクライニング構造を採用できる。座１を屈曲式に
構成する場合、前部１ａは姿勢を変えずに前進して、後部１ｂが後傾する構成も採用可能
である。もとより、座１は単に前進するだけでもよいし、背もたれ２のみが後傾する構成
でもよい。
【００９９】
【０１００】
【０１０１】
【０１０２】
【０１０３】
【０１０４】
【０１０５】
　(5).第２実施形態
　参考例及び第１実施形態では、サイドパネル４，５とフロントパネル７との基部４ａ，
５ａ，７ａは、内側板と外側板とを有する中空構造に形成されていたが、図６に示す第２
実施形態では、サイドパネル４，５とフロントパネル７との基部４ａ，５ａ、７ａは、内
側板を備えずに外側板の上端に天板を設けた袋構造に形成されている。フロントパネル７
は、安定性を高めるため前板７ｂを設けている。
【０１０６】
　この実施形態では、サイドパネル４，５とフロントパネル７との基部４ａ，５ａ，７ａ
の内部を荷物の載置場所に利用できるため、物品の収納性が高くなる利点がある。座１は
、左右サイドパネル４，５の外側板の個所まで延ばしている。従って、バッグや書類等の
荷物、或いは、コートなどの衣服は、座１の上に載せておくことができる。
【０１０７】
　この実施形態でも、椅子部３をリクランニング構造にしているが、この場合、座１の全
体を可動的に構成することも可能であるし、一点鎖線で示すように、背もたれ２に対応し
た部分だけを可動式にすることも可能である。背もたれ２に対応した部分だけを可動式に
する場合、当然ながら、座１は左右に三分割される。
【０１０８】
　第２実施形態において、テーブル板９は、前後回動式の支柱８の上端に、ブラケット２
０及びスペーサ４４を介して取り付けられている。支柱８は板状の形態であり、フロント
パネル７における基部７ａの外側板の内面に、ピン４５が回動可能に連結されている。ブ
ラケット３０はフロントパネル７における基部７ａの内部に入り込んでいるため、テーブ
ル板９は、スペーサ４４を介してブラケット２０に固定されている。
【０１０９】
　そして、支柱８の上端部に幅広部８ｃを設けて、この幅広部に、ピン４５を中心にした
曲率半径のガイド溝４６を形成する一方、フロントパネル７における基部７ａの外側板に
、側面視で支柱８の幅広部８ｃと重なる補強板４７を固定し、補強板４７に、ガイド溝４
６に抜け不能に嵌まるガイドピン４８を取り付けている。ガイドピン４８には、支柱８と
補強板４７との間に位置した摩擦リング４９を嵌め入れている。従って、テーブル板９は
、摩擦リング４９の摩擦力によって前後位置と姿勢とが保持されている。
【０１１０】
【０１１１】
【０１１２】
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【０１１３】
【０１１４】
【０１１５】
【０１１６】
【０１１７】
【０１１８】
【０１１９】
【０１２０】
【０１２１】
　(6).第２参考例（図７）
　図７に示す第２参考例では、椅子部３は、サイドパネル５から独立したソファ式又はベ
ンチ式になっており、左右に分離した脚５７を備えている。また、本参考例では椅子部３
の右側に右のサイドパネル５を配置して、サイドパネル５の前端にフロントパネル７を一
体に設けている。従って、サイドパネル５はフロントパネル７とは、基部５ａ，７ａのみ
で構成されて一体構造になっており、両者の上面は１枚の上板で構成されている。
【０１２２】
　そして、サイドパネル５の前端に、左右長手で着座者の前方に位置した前幕板５８を一
体に設けており、これにより、パネル５，７と前幕板５８とを自立させている。また、前
幕板５８とフロントパネル７とに繋がって床に設置する底板５９も設けている。この底板
５９の存在により、パネル５，７と前幕板５８の安定性が格段に向上すると共に、全体と
して頑丈な構造になっている。前幕板５８の上面は、フロントパネル７から離れるに従っ
て低くなるように、水平に対して少し傾斜しているが、水平に形成してもよい。また、前
幕板５８は、テーブル板９よりも高くしてもよい。
【０１２３】
　テーブル板９は、板状の回動式支柱８を介してフロントパネル７に取付けられている。
支柱８は第１参考例と同様の手段によって前後に回動可能であり、テーブル板９の動きは
第１参考例と同様である。図７（Ｂ）に明示するように、前幕板５８の上端はテーブル板
９の前端より少し前に位置しているが、両者の前後位置を揃えてもよい。
【０１２４】
　本参考例では、パネル５，７と前幕板５８と底板５９とにより、着座者を右と前から囲
うと共にテーブル板９が取付けられた枠状構造体６０が構成されて、この枠状構造体６０
と独立した椅子部（椅子）３との組み合わせ椅子ユニットになっている。従って、各種の
椅子部を選択することにより、様々の組み合わせを提供できる。このように、椅子部３（
椅子）を分離した態様も、本願発明に含まれる。
【０１２５】
　サイドパネル５及びフロントパネル７の基部５ａ，７ａは、例えば２０ｃｍ前後の横幅
があり、着座者が肘を載せることができる。また、上板で筆記作業をしたり、スマートフ
ォン等の端末を操作したりすることができる。勿論、コップやボトル、弁当などを載せる
こともできる。図１に一点鎖線で示すように、第１参考例及び従前の実施形態においても
、サイドパネル５に物品収納部６１（空洞部）を形成できる。物品収納部６１は、フロン
トパネル７にも形成可能である。
【０１２６】
　サイドパネル５に、椅子部３に向けて開口した物品収納部６１が形成されている。従っ
て、物品収納部６１に、バッグ類や書類などを収納できる。物品収納部６１の前面には角
形の穴６２を空けており、この穴６２に、コンセントやＵＳＢポートなどを装着したパネ
ルを取り付けることができる。従って、スマートフォンや携帯電話などの充電に便利であ
る。底板５９にはカバンなどの荷物を載置できるが、荷物は前幕板５８で隠れるため、非
常に便利である。
【０１２７】
【０１２８】
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【０１２９】
【０１３０】
【０１３１】
【０１３２】
【０１３３】
【０１３４】
【０１３５】
【０１３６】
【０１３７】
　(7).第３実施形態（図８，９）
　図８，９に示す第３実施形態は、左右のサイドパネル４，５と前幕板５８とを有してお
り、左右のサイドパネル４，５で椅子部３を支持している。従って、椅子部３は第１実施
形態（及び第１参考例）と同様の一体方式である。この実施形態では、背もたれ２にヘッ
ドレスト６６を取付けている。また、図示は省略しているが、背もたれ２はロッキング式
（リクライニング式）であり、背もたれ２が後傾すると座１は前進するようになっている
。
【０１３８】
　この実施形態では、左右サイドパネル４，５の外面は、平面視で手前に向けて間隔が広
がるように傾斜している。この点は第１実施形態（及び第１参考例）と類似している。ま
た、右のサイドパネル５は中空構造であるが、左のサイドパネル４は板状であり、左のサ
イドパネル４と座１との間に間隔が空いている。そこで、左のサイドパネル４と座１との
間に、物品を載置できるトレー６７を配置している。トレー６７は、座面と略同じ高さに
なっている。
【０１３９】
　また、この実施形態では、座１の左右側面が平行になっている一方、右サイドパネル５
の外面は傾斜しているため、右のサイドパネル５は、手前に向けて左右幅が広がっている
。他方、フロントパネル７は、手前に向けて左右間隔が狭まっている。従って、右サイド
パネル５とフロントパネル７とからなるパネルの上面は、前後方向に長い三角形状になっ
ている。
【０１４０】
　テーブル板９は、第１実施形態（及び第１参考例）と同様に、回動式の支柱８の上端に
取付けられている。従って、前後位置と側面視姿勢とが同時に変化する。この実施形態で
は、ストッパー１０は板状でテーブル板９の後端から後ろ向きに突出しており、後面は、
着座者に向いて凹むように湾曲している。従って、ストッパー１０を着座者の身体に寄せ
て、ストッパーに着座者の腕や手首を載せることができる。また、ロッキングした状態で
も、腕や手首をストッパー１０に載せて、キーボード操作を軽快に行うことができる。こ
の点、本実施形態の利点の一つである。
【０１４１】
　図９に示すように、テーブル板９の前端部下面（ストッパー１０の下方）には、支柱８
の姿勢保持ロックを解除するレバー７０を設けている。このレバー７０を手前に引いたり
上向きに起こしたりするとロックが解除されて、支柱８を回動させる（テーブル板９を前
後動させる）ことが可能になる。このようなレバー７０は、他の実施形態にも適用できる
。
【０１４２】
　以上、本願発明の実施形態を説明したが、本願発明は、上記の他にも様々に具体化でき
る。
【産業上の利用可能性】
【０１４３】
　本願発明は、実際に椅子ユニットに具体化できる。従って、産業上利用できる。
【符号の説明】
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【０１４４】
　　１　座
　　２　背もたれ
　　３　椅子部
　　４，５　サイドパネル
　　４ａ，５ａ，６ａ　基部
　　６　バックパネル
　　７　フロントパネル
　　７ａ　基部
　　８　支柱
　　９　テーブル板
　１１，１２　囲い板（目隠し板）
　１１ａ　サイドパネル部分
　１１ｂ　バックパネル部分　
　５８　前幕板
　５９　底板
　６０　枠状構造体
　６１　物品収納部（空洞部）
　６２　フットサポート
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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